
                  
 

 

令和８年第１回 

 

 

尾三消防組合議会臨時会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時   令和８年５月２５日（月）午前１０時３０分開議 

場  所   尾 三 消 防 本 部 庁 舎  ３ 階  議 場 

 

 

 

 

 

尾 三 消 防 組 合 





令和８年第１回尾三消防組合議会臨時会議事日程（案） 

 

令和８年５月２５日（月） 

午 前 １ ０ 時 ３ ０ 分 開 議 

尾三消防本部庁舎３階議場 

 

 

   日程第１   議会運営委員会委員長報告 

 

日程第２   議席の指定 

 

日程第３   管理者あいさつ 

 

日程第４   会議録署名者の指名 

 

日程第５   会期の決定 

 

   日程第６   報告第１号 

          専決処分事項の報告について 

 

   日程第７   報告第２号 

          専決処分事項の報告について 

 

日程第８   報告第３号 

令和７年度尾三消防組合一般会計予算の繰越明許費に係

る繰越報告について 

 

日程第９   議案第７号 

       尾三消防組合行政手続条例の一部を改正する条例 

 



 

日程第10   議案第８号 

       尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

日程第11   議案第９号 

令和８年度尾三消防組合一般会計補正予算（第１号）  

 

   日程第12   議案第 10 号 

財産の取得について（災害対応特殊小型動力ポンプ付水

槽車） 

 

日程第13   議案第 11 号 

財産の取得について（高規格救急自動車・高度救命処置

用資機材） 

 

   日程第14   議案第 12 号 

          指定金融機関の指定について 

 

日程第15   管理者あいさつ 



令和８年第１回尾三消防組合議会臨時会出席者  

 

○  説明のために出席する者の職氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管 理 者 

・副 管 理 者 

・副 管 理 者 

・副 管 理 者 

・副 管 理 者 

・事 務 局 長 

・消 防 長 

・事 務 局 次 長 

・本 部 次 長 

・次長兼特別消防隊長 

・次長兼日進消防署長 

・次長兼東郷消防署長 

・会 計 管 理 者 

・総 務 課 長 

・総務課統括専門監 

佐  藤  有  美  

近  藤  裕  貴  

石  橋  直  季  

小  山    祐  

小  浮  正  典  

水  野  徳  泰  

冨  村  尚  志  

羽  場  浩一郎  

石  川  賢  治  

石  川  敏  美  

村  瀬  昭  二  

松  尾  孝  司  

鈴  木    基  

竹  内  直  樹  

川  上  良  樹  

○  職務のために出席する総務課職員の職氏名  

 

 

 

・総 務 課 主 幹 

・総 務 課課 長 補 佐 

・総 務 課課 長 補 佐 

・総 務 課課 長 補 佐 

小  西  宏  和  

津  呂  憲  治  

川  﨑    博  

劔  持  一  彦  

○  職務のために出席する者の職氏名  

 

 

・議会事務部局書記長 

・議会事務部局書記 

鷲  野  淳  一  

山  﨑    充  

 





令和８年第１回尾三消防組合議会臨時会提出議案一覧  

 

議案番号 議     案     名  

報告第１号  専決処分事項の報告について  

報告第２号  専決処分事項の報告について  

報告第３号  
令和７年度尾三消防組合一般会計予算の繰越明許

費に係る繰越報告について  

議案第７号  尾三消防組合行政手続条例の一部を改正する条例  

議案第８号  
尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例  

議案第９号  
令和８年度尾三消防組合一般会計補正予算（第１

号）  

議案第 1 0号  
財産の取得について（災害対応特殊小型動力ポン

プ付水槽車）  

議案第 1 1号  
財産の取得について（高規格救急自動車・高度救

命処置用資機材）  

議案第 1 2号  指定金融機関の指定について  

 





報告第１号 

 

   専決処分事項の報告について 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を別添のとおり

専決したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 

 

    令和８年５月２５日提出 

 

                         尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美 

 





専決第２号 

 

   損害賠償の額の専決処分書 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を専決する。 

 

    令和８年３月５日専決 

 

                       尾三消防組合管理者 小 浮 正 典 

 

記 

１ 損害賠償額  金２９，７００円 

２ 原   因  救急活動中の物損事故 

３ 事故の概要 

（１）事故の発生日時  令和８年２月１２日 午前６時５０分 

（２）事故の発生場所  長久手市岩作地内 

（３）事 故 の 経 過  上記場所において、救急活動中に救急車で敷地内に

進入したところ、救急車のタイヤで樹脂製の雨水桝

の蓋を破損させたもの。 

（４）相 手 方の 損 傷  雨水桝蓋の破損 

（５）過 失 割 合  尾三消防組合 １００％、相手方 ０％ 

 





報告第２号 

 

   専決処分事項の報告について 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を別添のとおり

専決したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 

 

    令和８年５月２５日提出 

 

                         尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美 

 





専決第３号 

 

   損害賠償の額の専決処分書 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を専決する。 

 

    令和８年３月１７日専決 

 

                       尾三消防組合管理者 小 浮 正 典 

 

記 

１ 損害賠償額  金１６３，０５６円 

２ 原   因  立入検査時の物損事故 

３ 事故の概要 

（１）事故の発生日時  令和８年１月１５日 午前１０時３０分 

（２）事故の発生場所  日進市赤池五丁目地内 

（３）事 故 の 経 過  上記場所において、車庫内で車両を方向転換中に、

車両右側をシャッターレールに接触、破損させたも

の。 

（４）相 手 方の 損 傷  シャッターレールの破損 

（５）過 失 割 合  尾三消防組合 １００％、相手方 ０％ 

 





報告第３号 

 

   令和７年度尾三消防組合一般会計予算の繰越明許費に係る繰越報告につ

いて 

 

 繰越明許費に係る歳出予算の経費を別紙のように翌年度に繰越したので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により議

会に報告する。 

 

  令和８年５月２５日提出 

 

    尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美      

 

  





国県支出金 その他
円 円 円 円 円 円

3.消防費　 1.消防費 車両整備事業 62,024,000 62,020,692 0 0 43,600,000 18,420,692

62,024,000 62,020,692 0 0 43,600,000 18,420,692

令和7年度尾三消防組合一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事業名 金額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

合 　　　　　計





議案第７号 

 

   尾三消防組合行政手続条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年５月２５日提出 

 

尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進す

るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」による行政手続法

の改正に準ずるため、改正する必要があるからである。 
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尾三消防組合行政手続条例の一部を改正する条例  

 

尾三消防組合行政手続条例（平成３０年条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並び

に当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付

する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改

め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。  

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公

示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧するこ

とができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の

事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機

の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日か

ら２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。  

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。  

第２２条第３項中「第１５条第３項」を「第１５条第３項及び第４項」に、

「同条第３項」を「同条第３項及び第４項」に、「「掲示を始めた日から２週

間を経過した」を「同項中「」に改め、「掲示を始めた日から２週間を経過し

た」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。  

第２９条中「及び第１６条」を「及び第４項並びに第１６条」に、「「同項

第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条

第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項

後段」を「第１５条第４項後段」に改める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  



2/2 

２ この条例による改正後の尾三消防組合行政手続条例（以下この項において

「新条例」という。）第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例第

２２条第３項（新条例第２５条後段において準用する場合を含む。）及び第

２９条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施

行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお

従前の例による。  

 



新 旧 対 照 表 
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尾三消防組合行政手続条例（平成３０年条例第２号）の一部を改正する条例  

新  旧  

尾三消防組合行政手続条例  尾三消防組合行政手続条例  

平成３０年３月２７日  平成３０年３月２７日  

条例第２号  条例第２号  

（聴聞の通知の方式）  （聴聞の通知の方式）  

第１５条  （略）  第１５条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合にお

いては、第１項の規定による通知を、公示の方法                          

                                                                    

                                                                 に

よって行うことができる。                                             

                                                          

３  行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合にお

いては、第１項の規定による通知を、その者の氏名、同項第３号及び第４号

に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することに

よって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から２週間

を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。  

４  前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公

示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧するこ

とができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の

事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機

の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日か

ら２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。  

 

（代理人）  （代理人）  

第１６条  前条第１項の通知を受けた者（同条第４項後段の規定により当該通 第１６条  前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定により当該通



新 旧 対 照 表 
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知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、代

理人を選任することができる。  

知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、代

理人を選任することができる。  

２～４  （略）  ２～４  （略）  

（続行期日の指定）  （続行期日の指定）  

第２２条  （略）  第２２条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  第１５条第３項及び第４項の規定は、前項本文の場合において、当事者又

は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。こ

の場合において、同条第３項及び第４項中「不利益処分の名宛人となるべき

者」とあるのは「当事者又は参加人」と、同項中「                        

     とき」とあるのは「                                    とき（同一

の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあっては、当該措置を開始

した日の翌日）」と読み替えるものとする。  

３  第１５条第３項           の規定は、前項本文の場合において、当事者又

は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。こ

の場合において、同条第３項           中「不利益処分の名宛人となるべき

者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から２週間を経

過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一

の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた   

    日の翌日）」と読み替えるものとする。  

（聴聞に関する手続の準用）  （聴聞に関する手続の準用）  

第２９条  第１５条第３項及び第４項並びに第１６条の規定は、弁明の機会の

付与について準用する。この場合において、第１５条第３項中「第１項」と

あるのは「第２８条」と、同条第４項中「第１項第３号及び第４号」とある

のは「第２８条第３号」と、第１６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第

２８条」と、「同条第４項後段」とあるのは「第２９条において準用する第

１５条第４項後段」と読み替えるものとする。  

第２９条  第１５条第３項及び第１６条             の規定は、弁明の機会の

付与について準用する。この場合において、第１５条第３項中「第１項」と

あるのは「第２８条」と、「同項第３号               及び第４号」とある

のは「同条第３号     」と、第１６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第

２８条」と、「同条第３項後段」とあるのは「第２９条において準用する第

１５条第３項後段」と読み替えるものとする。  

 



議案第８号 

 

   尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年５月２５日提出 

 

尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、国家公務員の特殊勤務手当のうち災害応急作業等手

当の支給額が改正されたことに準じて、大規模災害の発生区域において、消防

業務に従事する職員に支給する災害応急対策等派遣手当について、改正する必

要があるからである。 
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尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

 

尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例（平成９年条例第２号）の一

部を次のように改正する。  

第１条中「昭和４７年尾三消防組合条例第７号」を「昭和４７年条例第７号」

に改める。  

別表中「２，１６０円」を「２，８８０円」に改める。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例（平成９年条例第２号）の一部を改正する条例  

新  旧  

尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例  尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例  

平成９年３月２７日  平成９年３月２７日  

条例第２号  条例第２号  

（趣旨）  （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項及び尾三消防組合職員の給与に関する条例（昭和４７年条例第７号      

       ）第２２条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を

定めるものとする。  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項及び尾三消防組合職員の給与に関する条例（昭和４７年尾三消防組合条

例第７号）第２２条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項

を定めるものとする。  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

種類  支給の範囲  支給額  摘要  

出動手当  （ 1）  火災及びその他の災害に出動

し、消火活動等に従事した者  

1回  200円   

（2） 救急事故等に出動し、救急業務

に従事した者  

1回  200円  

災 害 応 急

対 策 等 派

遣手当  

大規模災害の発生区域において、消防

組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39

条第 1項の規定による相互の応援に基

づく消防業務に従事した者又は同法第

4 5条第 1項に規定する緊急消防援助隊

として消防業務に従事した者  

1日  2,880円  出動手当と

併給できる。  

 

種類  支給の範囲  支給額  摘要  

出動手当  （ 1）  火災及びその他の災害に出動

し、消火活動等に従事した者  

1回  200円   

（2） 救急事故等に出動し、救急業務

に従事した者  

1回  200円  

災 害 応 急

対 策 等 派

遣手当  

大規模災害の発生区域において、消防

組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39

条第 1項の規定による相互の応援に基

づく消防業務に従事した者又は同法第

4 5条第 1項に規定する緊急消防援助隊

として消防業務に従事した者  

1日  2,160円  出動手当と

併給できる。  

 

 





令 和 ８ 年 度

（第１号）

一般会計補正予算書

尾三消防組合





議案第９号  

 

   令和８年度尾三消防組合一般会計補正予算（第１号）  

 

令和８年度尾三消防組合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。  

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５，８４７千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，０２２，６３９千

円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正）  

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。  

 

  令和８年５月２５日提出  

 

尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美  

 





　　歳出合計　　

25,847 4,400,494

4,400,332  1.総務管理費 4,374,485

4,996,792

  2.総務費 4,374,647

94,848

5,022,639

94,848

　款　 　項　 　補正前の額　　補　正　額　 　計　

  1.繰入金 69,001 25,847

4,996,792 25,847　　歳入合計　　

　款　 　項　 　補正前の額　　補　正　額　 　計　

  7.繰入金 69,001 25,847

歳　出
（単位：千円）

25,847 5,022,639

25,847

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入
（単位：千円）

3





 

第２表 継続費補正 

変 更                            （単位：千円） 

款 項 事業名 

補 正 前 補 正 後 

総額 
年

度 
年割額 総額 

年

度 
年割額 

2 総務費 1 総務管理費 

尾三消防組

合本部新庁

舎設計業務

委託 

164,120 

７ 15,411 

208,784 

７ 15,411 

８ 50,930 ８ 75,788 

９ 97,779 ９ 117,585 
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令 和 ８ 年 度

一般会計補正予算説明書

（第１号）

尾三消防組合





　款　 　補正前の額　 　補　正　額　 　計　

  7.繰入金 69,001 25,847 94,848

　　歳入合計　　 4,996,792 25,847 5,022,639

歳　入
（単位：千円）

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

１．総　括

9



  2.総務費 4,374,647

　　歳出合計　　 4,996,792

歳　出

25,847

　款　 補正前の額 補　正　額 　計　

25,847

5,022,639

4,400,494

10



0 25,847

（単位：千円）

0 0

0 0

補正額の財源内訳

特定財源

一般財源

国県支出金 地方債 その他

0 25,847

11



　計　 69,001 25,847 94,848

  1 繰入金 69,001 25,847 94,848

２．歳　　入

(款)  7 繰入金    (項)  1 繰入金

　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

12



  1 繰入金 25,847

　説明　
　区分　

財政調整基金繰入金                                    25,847

　金額　

（単位：千円）

　節　

13



　目　 補正前の額 補　正　額 　計　

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

３．歳　　出

(款)  2 総務費    (項)  1 総務管理費

  4 財産管理費 817,840 25,847 843,687 25,847

25,847　計　 4,374,485 25,847 4,400,332

14



（単位：千円）

　説明　
　区分　

　節　

　金額　

本部建替え関係業務委託料                                      25,84725,847 12 委託料

15





議案第１０号 

 

   財産の取得について 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

 

  令和８年５月２５日提出 

 

尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美      

 

記 

１ 事 業 名  車両整備事業（災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車） 

         緊急消防援助隊設備整備費補助事業 

２ 納入場所  日進市本郷町宮下３番地 日進消防署 

３ 契約金額  ６０，９４０，０００円 

４ 契 約 者  名古屋市東区矢田南一丁目２番８号 

         株式会社モリタ 名古屋支店 

         支店長 土 居 典 生 

５ 契約の方法  指名競争入札 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、尾三消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、財産の取得に係る契約を締

結するため必要があるからである。 

 





議案第１１号 

 

   財産の取得について 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

 

  令和８年５月２５日提出 

 

尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美      

 

記 

１ 事 業 名  車両整備事業（高規格救急自動車・高度救命処置用資機材） 

２ 納入場所  豊明市沓掛町宿２３４番地 豊明消防署 

３ 契約金額  ４４，９１９，９３０円 

４ 契 約 者  名古屋市名東区神里一丁目１０８番地 

         愛知トヨタＷＥＳＴ株式会社 名東店 

         店長 橘  義 仁 

５ 契約の方法  指名競争入札 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、尾三消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、財産の取得に係る契約を締

結するため必要があるからである。 

 





議案第１２号 

 

   指定金融機関の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第

２３５条第２項及び同法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２項

の規定に基づき、尾三消防組合の公金の出納及び支払の事務を取り扱わせるた

めに下記のものを指定する。 

 

  令和８年５月２５日提出 

 

尾三消防組合管理者 佐 藤 有 美      

 

記 

１ 指定金融機関   岡崎信用金庫 

２ 指定期間   令和８年６月１日から令和１１年５月３１日まで 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、指定金融機関を指定するため必要があるからである。 

 

 

 


